
『今、介護のことでお困りではありませんか？』 
 

   介護の手続きってどうやってやるの？ 

どうしたら、ヘルパーさんを使えるの？ 

杖やﾍﾞｯﾄﾞを借りたい！（購入したい） 

買い物や通院が不安なのだけど、どうしたらいいの…？ 

退院して、自宅で暮らせるか？心配。 

 

  

 

＜ご利用までの流れ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご利用に関するお問い合わせ・ご相談＞ 
 

営 業 日  月曜～金曜 （土日祝日、年末年始はお休み） 

営業時間  午前 9：00～ 午後 5：00 

 

札幌山の上病院居宅介護支援事業所（病院併設） 
 〒063-0006 札幌市西区山の手 6 条 9 丁目 1 番 1 号  

 TEL 連絡先  011-621-1200（代表）担当ＣＭ 上村 

お住まいの区役所に申請 
申請は、ご本人やご家族などのほか、 

ケアマネジャーも代行できます。 

訪問調査 
札幌市の調査員が訪問し、 

認定の調査を行います。 

介護認定審査会 
専門家 5 名で介護の必要性や 

程度などを審査します。 

認定結果が届く 
原則.申請から 30 日以内に認定結果を 

7 段階に分けて通知します。 

介護ｻｰﾋﾞｽ計画 

（ｹｱﾌﾟﾗﾝ）の作成 
要支援の認定時は、包括支援ｾﾝﾀｰ  

を紹介します。 

介護ｻｰﾋﾞｽ利用開始 
定期的に更新申請の手続きが 

必要になります。 

ケアマネジャーに相談 

このような、お悩みもｻｰﾋﾞｽ事業所と相談

しながらご本人ご家族を支援します。 

日常生活で介護が必要になったら 

お困りごとは、 

下記へお気軽にご相談下さい。 

介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ）は、 

●制度やｻｰﾋﾞｽ利用に関する相談 

●要介護認定申請の代行 

●介護ｻｰﾋﾞｽ計画の作成 など支援。 


